
障
害
者
自
立
支
援
法
秦
に
対
す
る
修
正
案
対
照
条
文

修
　
正
　
案

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
要
刑
盟
司

の
覇
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
二
百
八
十
三
号
）
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十

七
号
）
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
そ
の
他
障
害
者
及
び
障
害
児
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
と
相
ま
っ
て
、

障
害
者
及
び
障
害
児
が
そ
の
有
す
る
能
力
及
び
適
性
に
応
じ
、
自
立
し
た
日

常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
給
付
そ
の
他
の
支
援
を
行
い
、
も
っ
て
障
害
者
及
び
障
害
児

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
と
と
も
に
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
国
民
が
相

互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の

実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
八
十
八
条
（
略
）

2
・
3
（
略
）

4
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
は
、
障
害
者
基
本
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る

市
町
村
障
害
者
計
画
、
社
会
福
祉
法
第
百
七
条
に
規
定
す
る
市
町
村
地
域
福

祉
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
っ
て
障
害
者
等
の
福
祉
に

関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

＼
。
L
V

附
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
l
J
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
附
則
第
二
十
四
条
、
第
四
十
六
条
1
圃
可
刊
司
司
1
第

圃
司
刊
司
剰
剰
胡

第
百
］
十
割
の
規
定
公
布
の
日

原

案

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
　
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

八
十
三
号
）
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
、

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
、
児
童
福
祉
法
　
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
　
そ

の
他
障
害
者
及
び
障
害
児
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
と
相
ま
っ
て
、
障
害
者
及

び
障
害
児
が
そ
の
有
す
る
能
力
及
び
適
性
に
応
じ
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又

は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
給
付
そ
の
他
の
支
援
を
行
い
、
も
っ
て
障
害
者
及
び
障
害
児
の
福
祉
の

増
進
を
図
る
と
と
も
に
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
国
民
が
相
互
に
人
格

と
個
性
を
尊
重
し
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
八
十
八
条
（
略
）

2
・
3
（
略
）

4
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
は
、
障
害
者
基
本
扶
「
．
「
昭
和
四
月
司
雪
間
簡
第

御
用

引
回
相
可
t
．
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
障
害
者
計
画
、
社
会
福
祉
法

第
百
七
条
に
規
定
す
る
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ

る
計
画
で
あ
っ
て
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和

が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
附
則
第
二
十
四
条
、
第
四
十
六
条
及

l
明
朝
百
十

l
州
鋼
の
規
定
公
布
の

日



二
　
醐
嘲

三
～
五
（
略
）

（
検
討
）

第
三
粂
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
及

び
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
す
る
他
の
法
律
の
規
定
の
施
行
の
状
況
、
障
害
児

の
児
童
福
祉
施
設
へ
の
入
所
に
係
る
実
施
主
体
の
在
り
方
等
を
勘
案
し
、
こ

の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
1
嘲
感
者
感
d
範
囲
を
含
呵
検
討
を
加
え
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

2
（
略
）

3－
魂
頑
は
東
明
1
開
封
司
等

の
い
講
的
な
了
、
乙
等
を
一
ま
え
、
枕
も
の
支
援
を
含
め
た
㌍
害
者
等
両
所
㌍

山
確
保
に
係
る
施
策
の
在
り
．
に
つ
い
て
．
、
計
を
加
え
、
そ
の
㍍
黒
に
．
、
つ

い
て
必
な
口
智
を
㌃
、
．
る
も
の
と
す
る
。

（
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
経
過
措
置
）

等
四
条
　
こ
の
∴
律
の
施
行
の
日
　
以
下

珂
旦
「
斗
里
篭
　
）
　
に
お
い
て

二二
四
．
′
第
一
l
一
カ
ら
第
二
十
ま
て
、
五
条
笥
十
八
項
、
第
二
・
・
二

節
（
自
寺
支
援
医
療
費
の
支
紅
に
係
る
評
′
に
ド
る
、
）
、
バ
十
九
条
（
第

一
「
を
了
＼
、
）
、
第
二
十
六
条
等
三
唱
、
笥
－
十
条
笥
一
⊥
及
イ
二

項
、
笥
一
－
一
・
二
即
（
箪
ヒ
一
条
カ
ら
第
L
十
二
条
ま
で
を
紅
き
、
等
し

¶
一
斗
刻
、
第
月
刊
固
刻
粛
コ
項
及
び
第
七
．
¶
司
刻
の

l
現
題
畑
引
立
惑
感
感

、
に
係
る
計
ら
に
限
る
ぐ
）
、
第
九
十
一
条
ソ
ロ
プ
（
自
立
干
援
圧
療
費

の
支
払
に
係
る
部
分
に
じ
る
し
）
、
、
．
九
十
二
条
二
日
、
笥
九
四
条

二
項
第
二
号
（
第
九
十
二
条
等
二
号
に
係
る
卸
′
r
に
限
る
し
）
、
第
九

十
司
条
第
一
項
第
一
」
宮
人
圃
九
月
二
条
l
粛
」
」
司
可
周
る
部
分
に
限
る
l
J
．
1

及
ハ
苓
三
口
㍉
帯
百
ハ
条
．
児
竜
相
談
ド
設
置
市
に
係
る
部
分
を
巨
ノ
＼
）
．

第
百
ヒ
条
、
第
－
八
．
並
に
第
百
卜
条
、
帯
百
十
g
∴
ハ
に
等
百
十

五
条
節
一
項
及
イ
二
∫
′
．
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
に
係
る
部
分
に
ド

る
√
、
）
‥
に
ト
則
．
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
二
十
条
、
第
二
十

八
条
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
七
条
、

十
四
木
、
笥
J
L
十
七
条
、
第
百
　
条
、
第
・
へ
条
、
第

刊

召

月

刊

↓

印

三
～
五
　
　
（
略
）

五
十
条
、
第
九

八
条
及
び
魂
宙

（
検
討
）

第
三
条
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
及

び
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
す
る
他
の
法
律
の
規
定
の
施
行
の
状
況
、
障
害
児

の
児
童
福
祉
施
設
へ
の
入
所
に
係
る
実
施
主
体
の
在
り
方
等
を
勘
案
し
、
こ

の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

2
　
（
略
）

（
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第

四

条

　

慧

嘲

相

可

印

に

お

い

て

現

に

附



l
■

現
に
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
育
成
医
療
の
給
付
又
は
育
成
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支

給
を
受
け
て
い
る
障
害
児
の
保
護
者
、
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
医
療
の

給
付
又
は
更
生
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
を
受
け
て
い
る
障
害
者
並
び
に

附
則
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
必
要
な
費
用

の
負
担
を
受
け
て
い
る
障
害
者
及
び
障
害
児
の
保
護
者
に
つ
い
て
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施

l
笥
に
、
第
五
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
支
給
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

第
五
条
喝
珂
印
に
お
い
て
現
に
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
医
療
機

関
及
び
附
則
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障

害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
の
医
療
を
担
当
す
る
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
医
療
機
関
は
、
喝
珂
印
に
、

第
五
十
四
条
第
二
項
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

2
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
四
条
第
二
項
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
医
療
機
関
に
係
る
同
項
の
指
定
は
、
当
該
医
療
機
関
が
∴
喝
岡
引
か

ら
一
年
以
内
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
第
五
十
九
条
第

一
項
の
申
請
を
し
な
い
と
き
は
、
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
費
用
負
担
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
喝
行
l
印
か
ら
嘲
則
圃
」
劉
圃
四
可
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前

日
ま
で
の
間
は
、
第
九
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
　
「
費
用
」
　
と
あ
る
の
は
、

「
費
用
　
（
社
会
福
祉
法
に
定
め
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
を
設
置
し
な
い
町

村
が
支
弁
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
」
　
と
す
る
。

（
特
定
施
設
入
所
障
害
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
育
成
医
療
の
給
付
又
は
育
成
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
を
受

け
て
い
る
障
害
児
の
保
護
者
、
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
医
療
の
給
付
又

は
更
生
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
を
受
け
て
い
る
障
害
者
並
び
に
附
則
第

四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関

す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
必
要
な
費
用
の
負
担

を
受
け
て
い
る
障
害
者
及
び
障
害
児
の
保
護
者
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
固
印
に
、
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
支
給
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

第
五
条
附
則
剰
」
剰
列
コ
割
出
殉
湖
引
痢
感
の
痢
揃
の
副
に
お
い
て
現
に
附

則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
九
条
の

二
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
医
療
機
関
及
び
附
則
第
四
十
七
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
三
十

二
条
第
一
項
の
医
療
を
担
当
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基

準
に
該
当
す
る
医
療
機
関
は
、
岡
引
に
、
第
五
十
四
条
第
二
項
の
指
定
が
あ

っ
た
も
の
と
み
な
す
。

2
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
四
条
第
二
項
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
医
療
機
関
に
係
る
同
項
の
指
定
は
、
当
該
医
療
機
関
が
、
附
則
圃
」

剰
刻
コ
朝
出
痢
涌
創
痢
感
の
崩
揃
の
日

l
か
ら
一
年
以
内
で
あ
っ
て
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
第
五
十
九
条
第
一
項
の
申
請
を
し
な
い
と
き
は
、

第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、

そ
の
効
力
を
失
う
。

（
費
用
負
担
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
慧
叫
判
司
爪
叫
観
相
西
山
叫
か
ら
岡
剣
園
田
可

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
第
九
十
四
条
第
一
項
第

二
号
中
「
費
用
」
と
あ
る
の
は
、
「
費
用
（
社
会
福
祉
法
に
定
め
る
福
祉
に

関
す
る
事
務
所
を
設
置
し
な
い
町
村
が
支
弁
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
す

る
。

（
特
定
施
設
入
所
障
害
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

三



第
七
条
圃
何
日

l
か
ら
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前

日
ま
で
の
間
は
、
第
十
九
条
第
三
項
中
「
介
護
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
て

又
は
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
知
的
障
害
者
福
祉
法

第
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
訓
練
等
給
付
費
若
し
く
は
特
例
訓
練
等

給
付
費
の
支
給
を
受
け
て
又
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
三
十
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
入
居
の
措
置
が
採
ら
れ
て
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
共
同
生
活
住
居
」
と
い
う
。
）
に
入
居
し
て
い

る
障
害
者
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
の
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
を
受
け
て
又
は
同
法
第
十
八
条
第
三
項
」

と
、
「
障
害
者
支
援
施
設
、
の
ぞ
み
の
園
又
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第

五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
三
十
条
に

規
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者

療
護
施
設
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
障
害
者
支
援
施
設
、
の
ぞ
み
の
園
、
第

五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
」
と
あ
る

の
は
「
共
同
生
活
住
居
、
身
体
障
害
者
療
護
施
設
」
と
、
・
「
入
所
前
」
と
あ

る
の
は
「
入
居
又
は
入
所
の
前
」
と
、
「
特
定
施
設
に
入
所
し
て
」
と
あ
る

の
は
「
特
定
施
設
に
入
居
又
は
入
所
を
し
て
」
と
、
「
入
所
し
た
」
と
あ
る

の
は
「
入
居
又
は
入
所
を
し
た
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
入
所
し
て
」
と
あ

る
の
は
「
入
居
し
、
又
は
入
所
し
て
」
と
す
る
。

（
施
行
前
の
準
備
）

第
二
十
四
条
　
こ
の
法
律
　
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、

当
該
各
規
定
。
以
下
こ
の
条
及
び
呵
習
叫
割
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
を

施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
条
例
の
制
定
又
は
改
正
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十

二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
支
給
決
定
の
手
続
、
第
三
十
六
条
　
（
第
四
十
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
　
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
第
二

十
九
条
第
一
項
の
指
定
の
手
続
、
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
第
五
十
四
条

第
二
項
の
指
定
の
手
続
、
第
七
十
九
条
第
二
項
の
届
出
、
第
八
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
の
準
備
、
第
八
十
九
条
の
規
定
に

ょ
る
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
の
準
備
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法

律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

四

第

七

条

　

畠

「

か

ら

附

則

第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
第
十
九

条
第
三
項
中
「
介
護
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
て
又
は
身
体
障
害
者
福
祉
法

第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
」
　
と
あ

る
の
は
　
「
訓
練
等
給
付
費
若
し
く
は
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
を
受
け
て

又
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
居

の
措
置
が
採
ら
れ
て
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
　
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
共
同
生
活
住
居
」
　
と
い
う
っ
　
）
　
に
入
居
し
て
い
る
障
害
者
、
身
体
障
害
者

福
祉
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
施
設
訓
練
等
支
援
費

の
支
給
を
受
け
て
又
は
同
法
第
十
八
条
第
三
項
」
と
、
「
障
害
者
支
援
施
設
、

の
ぞ
み
の
園
又
は
第
五
条
第
l
項
若
し
く
は
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
施
設
」
　
と
あ
る
の
は
　
「
同
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護

施
設
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
　
「
身
体
障
害
者
療
護
施
設
」
　
と
い
う
。
）
　
」

と
、
「
障
害
者
支
援
施
設
、
の
ぞ
み
の
園
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
」
　
と
あ
る
の
は
　
「
共
同
生
活
住
居
、
身

体
障
害
者
療
護
施
設
」
　
と
、
「
入
所
前
」
　
と
あ
る
の
は
　
「
入
居
又
は
入
所
の

前
」
と
、
「
特
定
施
設
に
入
所
し
て
」
　
と
あ
る
の
は
「
特
定
施
設
に
入
居
又

は
入
所
を
し
て
」
　
と
、
「
入
所
し
た
」
　
と
あ
る
の
は
　
「
入
居
又
は
入
所
を
し

た
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
　
「
入
居
し
、
又
は
入

所
し
て
」
　
と
す
る
。

（
施
行
前
の
準
備
）

第
二
十
四
条
　
こ
の
法
律
　
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、

当
該
各
規
定
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
圃
可
月
刊
鋼
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
条
例
の
制
定
又
は
改
正
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十

二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
支
給
決
定
の
手
続
、
第
三
十
六
条
　
（
第
四
十
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
　
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
第
二

十
九
条
第
一
項
の
指
定
の
手
続
、
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
第
五
十
凶
条

第
二
項
の
指
定
の
手
続
、
第
七
十
九
条
第
二
項
の
届
出
、
第
八
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
の
準
備
、
第
八
十
九
条
の
規
定
に

よ
る
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
の
準
備
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法

律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。



（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
八
条
圃
珂
日

l
前
に
行
わ
れ
た
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
成
医
療
の
給
付
又
は

育
成
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
一
都
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
八
条
　
喝
珂
印
前
に
行
わ
れ
た
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
九
条
第
～
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
医
療
の
給

付
又
は
更
生
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
五
十
条
　
嘲
相
一
別
前
に
行
わ
れ
た
附
則
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
医
療
に
必
要
な
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。地

方
∵
」
等
の
一
部
を
　
正
十
る
」
ノ
ー
の
一
部
「
∴
）

蘭

画

≠

五

条

　

召

月

刊

閣

碑

刻

五
u
　
）
　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
　
正
・
る

ト
則
弔
叫
棄
第
十
ロ
．
i
U
第
三
彙
　
一
工
、
巾
　
「
軒
別
．
二
条
第
二
ロ
　
に
掲

げ
る
剖
規
定
」
　
封
．
酬
割
当

へ
所
㌍
・
藍
等
の
一
部
を
「
正
－
√
る
、
一
－
律
の
一
乱
丁
　
正
）

圃
可
刊
司
剤
．
P
得
　
∴
　
の
一
部
を
改
正
す
る
．
ト
　
（
平
」
．
七
年
1
「
′
　
㌧

二
十
一
口
　
　
の
一
計
を
次
の
よ
う
に
1
正
す
る
。

附
則
第

を
削
り
、

弼
呵
」
同
l

コ
司
の
l
魂

正
規
定
及
び
同
法
」
　
を
、

正
規
感
J
．
一
明
下
．
仲
山
」
㍊
叫
び
は
附
則

一
条
第
二
号
口
中
　
「
第
二
義
一
項
の
改
正
規
定
J
■
司

町
削
第
二
十
条
、
第
二
　
二
一
、
」
　
を
　
町
則
第
二
十
三
条
」
　
に

軍
帝
三
日
　
口
中
　
千
・
別
。
置
し
」
　
の
・
、
に
　
　
膚
　
　
へ
条

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第

二

十

八

条

　

相

当

圃

相

可

印

前

に

行

わ

れ

た
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
育
成
医
療
の
給
付
又
は
育
成
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
八
条
　
晰
別
封
」
■
剣
劇
」
」
嘲
雪
印
前
に
行
わ
れ

た
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
医
療
の
給
付
又
は
更
生
医
療
に
要
す
る
費
用

の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第

五

十

条

　

附

則

刻

要

．

印

前

に

行

わ

れ

た

附
則
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
必
要
な
費
用

の
負
担
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

五



圃
コ
刀
剣
の

l
男
1

・
則
苓
二
十
集
中
‥
成
十
七
年
十
月
“
日
」
を
∵
哺
十
八
年
二
目
一

日
」
に
改
め
る
。

（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

矧
百
十
七
条
　
（
略
）

（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
十
八
条
　
　
（
略
）

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

圃
可
刊
叫
到
　
（
略
）

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
二
十
条
　
　
（
略
）

六

（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
圃
可
刊
五
条
l
　
（
略
）

（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

圃
可
刊
司
刹
　
（
略
）

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
十
七
粂
　
（
略
）

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
圃
可
刀
川
刻
　
（
略
）




